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１．診療情報等の定義
　厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」（平成 15年医政局長通知）
では，診療情報等に関する用語を次のように定義している（図　3—1）．
　　　　・ 診療情報：診療の過程で，患者の身体状況，病状，治療等について，

医療従事者が知り得た情報をいう．
　　　　・ 診療記録：診療録，処方せん，手術記録，看護記録，検査所見記録，

エックス線写真，紹介状，退院した患者に係る入院期間中の診療経
過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況，病状，治療等につ
いて作成，記録または保存された書類，画像等の記録をいう．

　　　　・ 診療情報の提供：①口頭による説明，②説明文書の交付，③診療記
録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により，患者等に対し
て診療情報を提供することをいう．

　　　　・ 診療記録の開示：患者等の求めに応じ，診療記録を閲覧に供するこ
とまたは診療記録の写しを交付することをいう．
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図　3—1　診療情報と診療情報の提供
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　診療記録は「医師法」，「歯科医師法」に記載義務がある診療録が代表的だが，
診療録に限らず，すべての診療記録について次の観点が重要とされる．
　　　①  適正な医療を実施し，説明責任をはたしていることの記録である．
　　　②  診療記録は患者の個人情報である．
　　　③  チーム医療のために共有される記録・情報である．
　　　④  医療のプロセスとアウトカムを評価して医療の質を向上させるため

の材料となる．
　以上のことから，すべての診療記録は正確に欠落なく，他者が見てもわかり
やすく，さらに開示請求の対象となることをふまえて記載されなければならな
い．

２．個人情報としての診療記録
　診療情報は個人情報であり，その取り扱いは「個人情報の保護に関する法律」
（個人情報保護法）で定められている．医療機関も個人情報取扱事業者であり，
個人情報（患者だけでなく医療従事者や取引業者を含む）を取得する場合には，
利用目的の通知または公表が義務づけられている．医療分野の個人情報は，そ
の性質や利用方法等から，とくに適正な取り扱いの厳格な実施を確保する必要
がある．
　「個人情報保護法」は医療分野に特化した法律ではないため，診療記録の開示

医療のプロセスとアウトカム
　医療の質の評価は一般に，ス
トラクチャ（設備・構造），プロ
セス（過程），アウトカム（成
果）それぞれを評価する．アウ
トカム指標の代表は治癒率や生
存率であり，最近は患者立脚型
評価として患者満足度やQOL
も対象とされる．プロセスは医
療の過程である，評価指標とし
てはクリニカルパスの実施率な
どがある．

表　3—1　個人情報保護法と診療情報の提供等に関する指針との関係

個人情報保護法 診療情報の提供等に関する指針

目　的
個人情報の有用性に配慮しつつ，個人の権利利益を保
護すること

医療従事者等と患者等とのよりよい信頼関係を構築す
ること

対　象 ・死者の情報は対象外 ・死者の情報（遺族への開示）も対象

原　則

・利用目的の特定等
・適正な取得，正確性の確保
・安全保護措置の実施
・第三者提供の制限

・懇切丁寧な情報提供
・診療記録の正確性の確保
・診療情報に関する規程の整備
・医療従事者の守秘義務

開　示 開示請求権，保有個人情報の開示義務　など 患者等が開示を求めた場合は原則として応じる

本人以外開
示等の求め
ができる者

・未成年者または成年被後見人の法定代理人
・�開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理
人

・�患者の法定代理人（満 15歳以上の未成年について
は，疾病の内容によっては患者本人のみ）

・患者から代理権が与えられている親族等
・�患者が成人で判断能力に疑義がある場合は，現実に
患者の世話をしている親族およびこれに準ずる者

開示請求を
拒否し得る
場合

・�本人または第三者の生命，身体，財産その他の権利
利益を害する恐れがある場合

・�当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著し
い支障を及ぼす恐れがある場合

・他の法令に違反することとなる場合

・�診療情報の提供が，第三者の利益を害する恐れがあ
るとき

・�診療情報の提供が，患者本人の心身の状況を著しく
損なう恐れがあるとき


